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□公募について
現在、1次公募分について募集しています。公募要領等はホームページからダウンロードできます。

ものづくり補助金ホームページ（http://www.chuokai-akita.or.jp/26monozukuri/index.html）
※必ず郵送により本会（秋田県地域事務局）あてに送付して下さい。
※過去に採択を受けた企業は、新規の事業計画について申請が可能です。

公募締切：平成27年5月8日（金）〔当日消印有効〕

【申請書受付先・お問い合わせ先】

秋田県中小企業団体中央会　秋田県地域事務局（☎018－874－9443）
〒010－0923　秋田市旭北錦町1－47　秋田県商工会館6階

事業区分 補助率 限度額 備　考

革新的サービス
補助対象経費の
3分の2

一般型� 1，000万円※設備投資が必要

コンパクト型� 700万円※設備投資は不可

ものづくり技術 1，000万円 ※設備投資が必要

共同設備投資
5，000万円

（500万円/社）
（�「機械装置費」及び事業管理者の「直接人件
費」以外の経費は、補助対象外）

○対象要件：�認定支援機関に事業計画の実効性等が確認された中小企業・小規模事業者であり、以下の要件
のいずれかを満たす者

（1）…ものづくり技術：中小ものづくり高度化法に基づく「特定ものづくり基盤技術」を活用して
いること

（2）…革新的サービス：革新的なサービスの提供等を行い、3 〜 5年計画で「付加価値額」年率3％
及び「経常利益」年率1％の向上を達成する計画であること

（3）…共同した設備投資等による事業革新：複数の企業が共同で設備投資を行い、事業者全体で「付
加価値額」年率3％及び「経常利益」年率1％の向上を達成する計画であること

本会支援事業より
〜課題解決に取り組む組合・企業を支援します〜

本会では、平成26年度も本会活動ビジョンの基本理念である｢強い組合・強い企業づくり｣の推進のため、会
員組合、組合員企業のニーズに即した事業に取り組み、それぞれが抱える課題の解決について支援しました。
本号では、その中から平成27年度も継続実施を予定している4事業についてご紹介致します。
事業実施をお考えの方や、事業内容を詳しく知りたい方は、本会までお気軽にお問い合わせ下さい。

ブランドチャレンジモデル事業 �【平成27年度継続】
自社商品やサービス、企業イメージ等を効果的に
PRするため、自社ブランドの構築や販路拡大に向け
た支援を行います。
＜平成26年度実施例＞
〇大同衣料株式会社
縫製業を営む同
社が展開する紳士
服ブランド｢RISSI�
JAPAN｣及び企業ブ
ランド力強化に向
けた戦略の構築に
取り組みました。
今後は、ブランド
専用ホームページや付属ツールの活用等により自社
製品の売上増加に繋げ､下請け依存体質からの脱却
を目指します。

組合連携コーディネート事業 �【平成27年度継続】
組合や組合員企業の連携による新製品・サービス
の差別化やコスト削減等、企業競争力強化につなが
る持続的な事業構築に向けた支援を行います。
＜平成26年度実施例＞
〇協同組合秋田市民市場
秋田市民市場か
ら排出される生ゴ
ミで作られた堆肥
を、本会会員等の農
産物生産者が連携
者となって活用し、
その生産物を市場
内で販売する循環型事業の構築を図りました。
今後は、栽培方法や使用量等について検討を重ね
ながら試験栽培を行い、循環型農産物ブランドの構
築を目指します。

研究会の様子（㈿秋田市民市場）
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組合相談コーナー

■平成27年度中小企業活路開拓調査・実現化事業（補助金）のご案内（全国中央会）
全国中央会では、平成27年度中小企業活路開拓調査・実現化事業の募集を行っています。（補助率10分の6）
本事業は、「既存事業分野の活力向上・新陳代謝」「海外展開戦略」「情報化の促進」「技術・技能の継承」など、
中小企業が単独では解決困難なテーマについて、連携して改善・解決を目指すプロジェクトを支援します。
※詳細につきましては、全国中央会ホームページをご覧下さい。

　http://www2.chuokai.or.jp/hotinfo/27katsuro-project.htm
第1次締切 　平成27年3月16日（月）必着　※予算枠に達した時点で受付を終了します
第2次締切 　平成27年4月16日（木）必着

【お問い合わせ】　秋田県中小企業団体中央会　事業振興部　商業振興課・工業振興課（☎018-863-8701）

経営力強化支援事業 � 【平成27年度継続】
企業の技術力向上・作業工程見直し等による生産
性の向上や、企業が有する経営資源の強化による経
営力向上に対する支援を行います。
＜平成26年度実施例＞
〇日貿産業株式会社
婦人服の製造ラ
インにおける不良
率・仕掛品の低減
に向け、専門家によ
る現場改善に向け
た支援を行い、作業
方法や作業手順等
の見直しに取り組
んだ結果、不良品発生率が低減し、生産効率の向上に
繋がりました。

組合技能伝承事業 � 【平成27年度継続】
熟練技能者等を講師とした実技研修を実施し、業
界に必要な技能等を次世代を担う人材に継承するた
めの支援を行います。
＜平成26年度実施例＞
〇秋田市畳業協同組合
若手技能者を対
象に、全3回にわた
り、茵畳、軾畳、縁無
し畳等の特殊畳の
実技研修を通じて、
畳製作技能の習得
支援を行いました。
当組合では、高度
な技能を若手に伝承し人材育成を図るほか、顧客に
新しい提案を行うための最新技術の習得にも取り組
み、更なる受注機会の拡大を図っています。

実技研修の様子（秋田市畳業㈿）現場指導の様子（日貿産業㈱）

【お問い合わせ】　〇本会事業振興部　商業振興課・工業振興課　　TEL…018-863-8701
　　　　　　　　〇大館支所　TEL…0186-43-1644
　　　　　　　　〇横手支所　TEL…0182-32-0891

剰余金処理及び損失処理について（適正な処理を行うための留意点）
1　今期は「剰余金処分案」を作成するのか、それとも「損失処理案」を作成するのか？
当期未処分損益金額と組合積立金取崩額の合計が0円以上なら「剰余金処分案」を作成します。一方、合計金
額がマイナスとなる場合には「損失処理案」を作成します。（次ページに記載例を示しています。）
�※当期未処分損益金額がマイナスでも、組合積立金の取崩を行った結果、合計金額がプラスになる場合は、
剰余金処分案となりますのでご注意下さい。
2　剰余金の処分
毎年度の当期純利益金額（前期繰越剰余金額は含みません。）から一定金額以上を積み立てることになって
います。
前期繰越損失がある場合は、当期純利益金額から前期繰越損失金額を差し引いた後の金額を剰余金として
処分します。

法定利益準備金
組合は、定款で定める額に達するまでは毎事業年度の純利益金額の1 ／ 10以上を積

み立てなければなりません。
※非出資商工組合の場合は、法定利益準備金の規定はありません。

特別積立金
組合は、定款で定めている場合、毎事業年度の純利益金額の1／ 10以上を積み立てな
ければなりません。

教育情報費用繰越金
（法定繰越金）

教育情報事業を実施している組合は、その事業の費用に充てるため、毎事業年度の純
利益金額の1／ 20以上を繰り越さなければなりません。
※商工組合、企業組合、協業組合の場合は、教育情報費用繰越金の規定はありません。

※出資配当や事業利用分量配当を実施する組合については、これらを控除した後でなければ、配当できません。


